
金融資産等の保有状況を考慮に入れた 
負担の在り方について 

平成29年11月8日 
厚生労働省保険局 

平成２９年１１月２４日 第１０９回社会保障審議会医療保険部会 資料２－２ 

平成29年11月8日 
社会保障審議会医療保険部会資料 



 
～2016年度 

2019
年度 

2017年度 
2018 
年度 

－ － 

通常国会 概算要求 
税制改正要望等 

年末 通常国会 

KPI 
（第一階層） 

KPI 
（第二階層） 

2020 
年度～ 

《主担当府省庁等》 

集中改革期間 

＜(ⅱ)医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方＞ 

医療保険における後期高齢者の窓口負担の在り方について、70歳から74歳の窓口負担の段階的な引上げの実施状
況等も踏まえつつ、関係審議会等において検討し、結論 

＜㉔世代間・世代内での負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点からの検討＞ 
＜(ⅰ)高額療養費制度の在り方＞ 
外来上限や高齢者の負
担上限額の在り方など、
高額療養費制度の見直
しについて、世代間・世
代内の負担の公平や負
担能力に応じた負担等
の観点から、関係審議
会等において具体的内
容を検討 

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な
負
担
、
給
付
の
適
正
化 

≪厚生労働省≫ 

集中改革期間 

高額療養費制度の見直しを2017年８月から段階的に実施 

経済・財政再生計画 改革工程表 

マイナンバーの活用については、改正マ
イナンバー法（公布日（平成27年９月９日）
から３年以内に施行予定）による預金口
座への付番開始後３年を目途とする見直
しの検討に併せて、実施上の課題を検討 

＜㉖医療保険、介護保険ともに、マイナンバーの活用等により、金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担を求める
仕組みについて検討＞ 

医療保険において、介
護保険における補足給
付と同様の金融資産等
の保有状況を考慮に入
れた負担を求める仕組
みの適用拡大を行うこと
について、関係審議会
等において検討 

マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取組を踏まえつつ、引
き続き、医療保険制度における負担への反映方法について関係審議会等におい
て検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる 
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療養の給付 

訪問看護療養費 

義務教育就学前：８割、義務教育就学後から７０歳未満：７割、 

７０歳以上７５歳未満：８割 (※)（現役並み所得者（現役世代の平均的な課税所得（年１４５万円）以上の課税所得を有する者）：７割）  

７５歳以上：９割（現役並み所得者：７割）                                                                 

入院時食事療養費 

食事療養標準負担額：一食につき３６０円                   低所得者：                     一食につき２１０円 

                                               （低所得者で９０日を超える入院：       一食につき１６０円） 

                                                 特に所得の低い低所得者（７０歳以上）：   一食につき１００円 

入院時生活療養費 

（６５歳～） 

 生活療養標準負担額：一食につき４６０円（＊）＋３７０円（居住費）      低所得者：              一食につき２１０円（食費） ＋３７０円（居住費） 

 （＊）入院時生活療養（Ⅱ）を算定する保険医療機関では４２０円      特に所得の低い低所得者：     一食につき１３０円（食費） ＋３７０円（居住費）                                          

                                                老齢福祉年金受給者：      一食につき１００円（食費） ＋０円（居住費） 

                                              注：難病等の患者の負担は食事療養標準負担額と同額 

高額療養費 
（自己負担限度額） 

７０歳未満の者      （括弧内の額は、4ヶ月目以降の多数該当） 

＜年収約1,160万円～＞ 

   252,600円＋(医療費－842,000)×1%      (140,100円)  

＜年収約770～約1,160万円＞ 

  167,400円＋(医療費－558,000)×1%          (93,000円)    

＜年収約370～約770万円＞ 

 80,100円＋(医療費－267,000)×1%        （44,400円） 

＜～年収約370万円＞   57,600円          （44,400円）         

＜住民税非課税＞      35,400円         （24,600円） 

７０歳以上の者 
           入院        外来【個人ごと】 
＜現役並み所得者＞ 80,100円 

          ＋(医療費－267,000)×1%    57,600円 

          (44,400円) 

＜一般＞         57,600円                   14,000円  

         (44,400円)    （年間上限144,000円） 

＜低所得者＞      24,600円                    8,000円    

＜低所得者のうち特に所得の低い者＞ 

                   15,000円                   8,000円 

公的医療保険における保険給付と患者の自己負担 

※ 平成２０年４月から７０歳以上７５歳未満の窓口負担は１割に据え置かれていたが、平成２６年４月以降新たに７０歳になる被保険者等から段階的に２割となる。 

（平成２９年１０月現在） 
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○ 医療保険制度においては、被保険者の所得等を勘案して自己負担額が決められているが、金融
資産については勘案していない。 

〈医療保険制度における主な保険給付〉 



①預貯金等 

③非課税年金収入 

一定額超の預貯金等（単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超）がある場合には、
対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ（加
算金）を設ける 

補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金（遺族年金・障害年金）も勘案する 

○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者につ

いては、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。 

○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは

不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。  

居住費 
 
食費 
 
１割負担 
 1.5  1.5  2.5  2.8  

0.9  1.2  
2.0  

4.2  
2.5  2.5  

4.0  

6.0  

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 

8.5万円 

＜現在の補足給付と施設利用者負担＞ 
【補足給付】 
居住費：2.0万円 
食  費：2.2万円 

【補足給付】 
居住費：3.5万円 
食  費：3.0万円 

【補足給付】 
居住費：3.5万円 
食  費：3.2万円 

13万円～ 
5.2万円 

第1段階 
・生活保護受給者 
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 

第2段階 
・市町村民税世帯非課税であって、 
課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下 

第3段階 
・市町村民税世帯非課税であって、 
 利用者負担第２段階該当者以外 

第4段階
～ 

・市町村民税本人非課税・世帯課税 
・市町村民税本人課税者 

4.9万円 

負
担
軽
減
の
対
象 

※ ユニット型個室の例 

②配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外 

（※）認定者数：１１９万人、給付費：３３３８億円［平成２６年度］ 

①、②：平成２７年８月施行、③：平成２８年８月施行 3 

介護保険における平成26年改正における補足給付の見直し【平成27年８月施行(一部平成28年８月)】 
平成28年８月19日 

介護保険部会資料（一部改変） 

＜要件の見直し＞ 
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医療保険 
（入院時生活療養費） 

介護保険 
（介護施設における補足給付） 

食事・居住サービス 保険給付の対象 保険給付の対象外（原則自己負担） 

給付の性質 
食事の提供、温度・照明及び給水に関する適切な
療養環境の形成である療養（健保法第63条第２項） 

福祉的な観点からの低所得者の負担軽減措置 

給付主体 
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、市町村、

国保組合、広域連合 
市町村 

負担の減額対象者 

 
・低所得者（住民税非課税者、老齢福祉年金受給
者） 

 
・病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中
的な医療的処置、手術その他の治療を要する者
として厚生労働大臣が定める者 

 
・指定難病の患者 

 
・低所得者（※）（住民税非課税者、老齢福
祉年金・生活保護受給者） 

 
（※）低所得者の判定に当たっては、預貯金

等を勘案 

医療保険及び介護保険における食事・居住に係る給付の比較 

○ 医療保険では、病院等における食事・居住サービスは、入院患者の病状に応じ、医学的管理の下に保障す
る必要があることから、保険給付の対象としつつ、在宅でもかかる費用として、食費及び居住費（※）を自己
負担としている。 

 （※）居住費（光熱水費相当額）は療養病床のみが対象。 

○ 介護保険では、介護保険施設等における食事・居住サービスは、在宅との公平性等の観点から、保険給付
の対象外（原則自己負担）としつつ、福祉的な観点から、低所得者に対して補足給付を支給。 
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預金口座へのマイナンバーの付番の概要 



金融資産に関するマイナンバーの付番状況について 

○ 平成28年１月以降、改正所得税法等の施行により、金融資産に関して、利用者にマイナンバーの
告知を義務づけているケースは以下の通り。 

出典：（内閣府ホームページ）マイナンバーの提供を求められる主なケース 
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○ 昨年の医療保険部会では、「医療保険において、介護保険における補足給付と同様の金融資産等の保有
状況を考慮に入れた負担を求める仕組みの適用拡大を行うこと」について議論し、実務的な課題、制度的な
課題及び財政効果に関する課題について以下のようなご意見があったところ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 改革工程表では、「マイナンバーの導入等の正確な金融資産の把握に向けた取組を踏まえつつ、引き続き、
医療保険制度における負担への反映方法」について検討することとなっているが、昨年の議論も踏まえつつ、
この点についてどう考えるか。 

金融資産等の保有状況を考慮に入れた負担の在り方について 
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【主なご意見】 

（実務的な課題について） 

 ○ 負担能力に応じた負担を求める観点から、将来的にはマイナンバーを活用した金融資産等を勘案
する仕組みを考えるべきではないか。 

 ○ 市町村が運営している介護保険とは異なり、被用者保険者が金融資産を把握するのは現実的では
ないのではないか。 

 ○ 現状では金融資産を正確に把握する仕組みはなく、自己申告ベースであることを考えると、時期尚
早ではないか。 

（制度的な課題について） 

 ○ 介護保険では、低所得者への補足給付が福祉的・経過的な性格を有することに鑑みて資産勘案を
行っているが、医療保険において保険給付としている入院時の食費・居住費とはそもそも性格が異な
るのではないか。 

（財政効果に関する課題について） 

 ○ 事務負担の増加に比して、財政効果はあまり見込めないのではないか。 



参考資料 
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70
歳
未
満 

70
～
74
歳 

75
歳
～ 

加入者数（※５） 
 （ ）は年齢区分ごとに占める割合 

340万人 

1,050万人 

4,110万人 

3,860万人 

960万人 

60万人 

420万人 

150万人 

70万人 

（3.3%） 

（10.1%） 

（39.8%） 

（37.4%） 

（9.3%） 

（9.1%） 

（59.5%） 

（21.6%） 

（9.9%） 

850万人 

350万人 

290万人 

110万人 

（53.1%） 

（21.9%） 

（18.4%） 

（6.6%） 

負担割合 月単位の上限額（円） 
年収約1,160万円～       
健保：標報83万円以上 
国保：旧ただし書き所得901万円超 

3割 

252,600＋ 
(医療費－842,000)×１%    
<多数回該当：140,100> 

年収約770～約1,160万円    
健保：標報53万～79万円 
国保：旧ただし書き所得600万～901万円 

167,400＋ 
(医療費－558,000)×１%    
<多数回該当：93,000> 

年収約370～約770万円     
健保：標報28万～50万円  
国保：旧ただし書き所得210万～600万円 

80,100＋ 
(医療費－267,000)×１%    
<多数回該当：44,400> 

～年収約370万円        
健保：標報26万円以下   
国保：旧ただし書き所得210万円以下 

57,600   
<多数回該当：44,400> 

住民税非課税 35,400   
<多数回該当：24,600> 

（平成29年８月～平成30年7月） 

現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保・後期：課税所得145万以上 

負担割合 外来（個人ごと） 80,100＋（医療費－
267,000）×1％ 

 ＜多数回：44,400＞ 3割 57,600 

一般（～年収約370万円） 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保・後期：課税所得145万円未満(※1)（※２）  

2割（※3） 
 

14,000 
年間上限 

14.4万円 (※４) 

57,600 
＜多数回：44,400＞ 

住民税非課税 

8,000 
24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 15,000 

現役並み所得者 
（年収約370万円～） 
健保：標報28万円以上 
国保・後期：課税所得145万以上 

負担割合 外来（個人ごと） 80,100＋（医療費－
267,000）×1％ 

 ＜多数回：44,400＞ 3割 57,600 

一般（～年収約370万円） 
健保：標報26万円以下(※1) 
国保・後期：課税所得145万円未満(※1)（※２） 

1割 

14,000 
年間上限 

14.4万円 (※４) 

57,600 
＜多数回：44,400＞ 

住民税非課税 

8,000 
24,600 

住民税非課税 
（所得が一定以下） 15,000 

※１ 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合も含む。 
※２ 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 
※３ 平成26年４月１日までに70歳に達している者は1割。 
 

※４ １年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額に
ついて、14.4万円の上限を設ける。 

※５ 加入者数は一定の仮定を置いた粗い推計（平成27年度加入者ベース）。 

患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額 
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 入院時食事療養費 

（一般病床、精神病床に
入院する者、療養病床に
入院する６５歳未満の者） 

入院時生活療養費 
（療養病床に入院する６５歳以上の者） 

医療区分Ⅰ 
（医療区分Ⅱ、Ⅲ以外の者） 

医療区分Ⅱ、Ⅲ 
（スモン、筋ジス等） 

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の概要 

＜現状の仕組み＞ 

一般所得者 

（介護保険の給付
なし） 

低所得者 

（介護保険の補足
給付あり） 

（参考） 介護保険施設（老健・療養の多床室）
における食費･居住費の自己負担限度額 

（食費：１食）    （居住費：１日） 

640円 

自己負担 

（食材費、
調理費） 
３６０円(注) 

別途負担なし 

（入院基本料の中
で評価：３割負担） 

保険給付 
 ２８０円 

自己負担 
（食材費、 
調理費） 
４６０円 

保険給付 
 ９４円 

自己負担 
（光熱水費） 
３7０円 

保険給付 
 28円 

（食費：１食）  （居住費：１日） 

554円 

保険給付 
 １９４円 

398円 

保険給付 
 198円 

全額自己負担 
※金額は施設との 
   契約による 

（食費：１食）    （居住費：１日） （食費：１日） （居住費：１日）   （食費：１日）  （居住費：１日） 

1380円 

補足給付 
 ７３０円 

自己負担 
 ６５０円 自己負担 

 ３７０円 

※ 上記における食費の総額（基準額）は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届出を行った場合のもの。それ以外の場合、例えば、 
 入院時食事療養費で届出を行っていない場合、１食あたり５０６円が総額となる。また、別途、特別食を提供した場合の加算（１食あたり７６円）等 
 がある。 
※ 上記における自己負担額は、一般所得の場合のもの。低所得者については、所得に応じて負担軽減がされており、例えば、入院時食事療養費  

 の場合、市町村民税非課税者は１食あたり２１０円の自己負担（９０日超の入院の場合、１６０円）、入院時生活療養費の対象者で、市町村民税非
課税者は１食あたり２１０円の自己負担となる。 

（注）平成27年国保法等改正により、平成28年４月から１食３６０円、平成30年４月から１食４６０円に引上げ。ただし、難病・小児慢性特定疾病患者
等は、１食２６０円で据え置き。 

自己負担 
（食材費、 
調理費） 
３６０円(注) 

398円 

○ 入院時食事療養費は、保険医療機関に入院したときに必要となる食費について、その一部を支給するもの。 

○ 入院時生活療養費は、６５歳以上の者が保険医療機関の療養病床に入院したときに必要となる食費と居住費について、その一部を
支給するもの。 

○ 支給額は、食費及び居住費について定めた「基準額」から、被保険者が負担するものとして定めた「標準負担額」を控除した金額。 

   「入院時食事（生活）療養費」＝「基準額」－「標準負担額」 

○ 支給方法は、各保険者が被保険者に代わり保険医療機関に直接支払う現物給付方式。 

554円 

※平成27年度 
介護報酬改定に
より、１日320円
→370円に改定。 
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※ 介護保険においては、食費及び居住費は保険給付の対象外であり、
利用者の負担額は施設との契約に基づく金額となるが、低所得者につい
ては、補足給付として、一定の総額（基準額）と自己負担限度額を定めた
上で、その差額を保険給付している。 

※ 上記補足給付の自己負担限度額は、利用者負担第３段階の場合のも
の。利用者負担第１段階（生活保護受給者等）の場合、自己負担額限度
額は食費が１日あたり３００円、居住費が０円となる。 

自己負担 
（光熱水費） 

200円 



入院時食事療養費及び入院時生活療養費における標準負担額 

（注１）  入院日数が90日を超える者は、一食160円 
（注２） 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、一食420円  
（注３） 老齢福祉年金を受給している等の場合は、一食100円、居住費0円 
※ 低所得Ⅱ、低所得：（健保）被保険者が市町村民税非課税、（国保）世帯の被保険者全員が市町村民税非課税、（後期）世帯員全員が市町村民税非課税 
※ 低所得Ⅰ：（健保）被保険者及び被扶養者の所得が一定以下、（国保）世帯の被保険者全員の所得が一定以下、（後期）世帯員全員の所得が一定以下 

○ 入院時の食事代については、一般病床・精神病床等､65歳未満の療養病床､65歳以上の療養病床のうち医療
区分Ⅱ･Ⅲの入院患者（一般所得）について、1食260円の自己負担であったが、平成27年国保法等改正により、
低所得者及び難病・小児慢性特定疾病患者を除き、平成28年４月から１食360円、平成30年４月から１食460円に
引き上げられる。 

○ 入院時の居住費については、平成29年10月から、65歳以上の医療療養病床に入院する方の光熱水費相当額
に係る患者負担について、医療区分Ⅰの患者については１日320円から370円に引き上げ、医療区分Ⅱ・Ⅲの患
者については１日０円から200円、平成30年４月から、１日200円から１日370円に引上げられる（ただし、指定難病
患者は負担を据え置き）。 

  
療養病床 

一般病床・精神病床等 
医療区分Ⅰ 医療区分Ⅱ、Ⅲ 

６５歳未満 

一般所得 食費460円/食（H30.4～） 

低所得 食費210円/食(注１) 

６５歳以上 

一般所得 
食費460円/食（注2） 

居住費370円/日 
食費460円/食（H30.4～）（注2） 

居住費370円（H30.4～） 
食費460円/食（H30.4～） 

低所得Ⅱ 
食費210円/食 
居住費370円/日 

食費210円/食(注１) 

居住費370円（H30.4～） 
食費210円/食(注１) 

低所得Ⅰ 
（７０歳以上 
のみ） 

食費130円/食（注3） 

居住費370円/日（注3） 

食費100円/食 
居住費370円（H30.4～） 

食費100円/食 
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  補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み 

負
担
軽
減
の
対
象 

と
な
る
低
所
得
者 

○ 食費・居住費について、利用者負担第１～第３段階の方を対象に、所得に応じた 
 負担限度額を設定 
○ 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を介護保険から特定入所 
 者介護サービス費として給付 

基準費用額 

（日額（月額）） 

負担限度額 （日額（月額）） 

第１段階 第２段階 第３段階 

食費 1,380円 （4.2万円） 300円 （0.9万円） 390円 （1.2万円）   650円 （2.0万円） 

居
住
費 

多床室 

 

特養等  840円 （2.5万円）   0円 （  0万円） 370円 （1.1万円）   370円 （1.1万円） 

老健・療養等  370円 （1.1万円）   0円 （  0万円） 370円 （1.1万円）   370円 （1.1万円） 

従来型
個室 

特養等 1,150円 （3.5万円） 320円 （1.0万円） 420円 （1.3万円）   820円 （2.5万円） 

老健・療養等 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円） 

ユニット型準個室 1,640円 （5.0万円） 490円 （1.5万円） 490円 （1.5万円） 1,310円 （4.0万円） 

ユニット型個室 1,970円 （6.0万円） 820円 （2.5万円） 820円 （2.5万円） 1,310円 （4.0万円） 
12 

※ 平成28年８月以降は、非課税年金も含む。 
  

利用者負担段階 主な対象者 

第1段階 
・生活保護受給者 

・世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課
税である老齢福祉年金受給者 

かつ、預貯金等
が単身で1,000万
円（夫婦で2,000
万円）以下 

第2段階 
・世帯全員が市町村民税非課税であって、 
 年金収入金額（※）＋合計所得金額が80万円以下 

第3段階 ・世帯全員が市町村民税非課税であって、第２段階該当者以外 

第4段階 
・世帯に課税者がいる者 
・市町村民税本人課税者 
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平成26年11月10日 
全国介護保険担当課長会議資料 
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平成26年11月10日 
全国介護保険担当課長会議資料 
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平成26年11月10日 
全国介護保険担当課長会議資料 



所得要件 
 

・市町村民税非課
税世帯であること。 

 

・世帯分離していて
も配偶者が非課
税であること。 

⇒配偶者が住民税
課税の場合は対
象外。 

※必要に応じ、戸
籍等の照会を行
う。 

資産要件 
 預貯金等が一定額 

 以下（※）であること 
 

※単身で1000万円、夫婦
で2000万円以下を想定 

・預貯金、有価証券等の
額を、通帳等の写しと共
に申告。 

・必要に応じ市町村は金
融機関へ照会。 

・不正受給に対するペナ
ルティを設けることにより、
適切な申請を促す。 

対象外 対象外 

補足給付 

給付の段階設定
の見直し 
・非課税年金の収入も
第２段階の収入要件
で考慮 

 

住民税 

非課税 

住民税 

課税 

預貯金等 

が一定額以下 

一定額超 

の預貯金等 

あり 

補 

足 

給 

付 

の 

申 

請 
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補足給付の判定基準 平成28年８月19日 
介護保険部会資料 



施設での生活にかかる費用等の目安（案）  

○ 基準額を下回る場合には補足給付の対象となることから、年金収入が少なくても、ユニット型個室に入居して補足給付による負担軽減
を受けつつ食費・居住費、利用者負担、その他の生活費、各種保険料を負担することができることを想定。 

○ 特養の場合には９割以上の入所者が１０年以内に退所している。 

○ また、国民年金受給月額は平均5.5万円。９割の者が月額３万円以上となっている。 

○ ユニット型の施設に入所した場合でも、預貯金５００万円程度があれば年金額が低い者でも補足給付を受けながら１０年居住すること
ができる。 
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（特養の平均
在所期間） 

保険料：0.4 

生活費：2.1 

食費：1.2 

利用者負担：1.5 

居住費：2.5 

年金 

差額 

○ 国民年金受給者がユニット型個室に
入居した場合の一月当たりの費用 

○ 「差額」を入所期間に応じて積み上げ。 

ユニット型の施設に入所した場合 

月額（万円） 人数 割合 累積割合 

 ～ 1 116,884 0.4% 0.4% 

1 ～ 2 351,978 1.3% 1.8% 

2 ～ 3 1,111,636 4.2% 6.0% 

3 ～ 4 3,515,140 13.3% 19.2% 

4 ～ 5 3,715,496 14.0% 33.2% 

5 ～ 6 5,085,167 19.2% 52.4% 

6 ～ 7 11,174,592 42.2% 94.6% 

7 ～   1,433,330 5.4% 100.0% 

○ 国民年金の受給額（月額）の状況 （平成23年度末） 

平均：54,612円 

出典：平成23年度厚生年金 
  保険・国民年金事業報告 

7.5万円 

平成25年９月25日 
介護保険部会資料 



296,524  300,643  304,896  309,533  313,249  316,189  

290,391  

299,643  306,039  311,981  315,842  319,658  323,519  328,067  332,844  335,744  338,890  342,668  339,883  

235,122  242,606  247,589  251,198  254,181  256,767  259,150  262,292  265,482  

150,000

200,000
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１
月
末
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２
月
末
現
在 

３
月
末
現
在 

４
月
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在 

５
月
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在 

６
月
末
現
在 

７
月
末
現
在 

８
月
末
現
在 

９
月
末
現
在 

１
０
月
末
現
在 

１
１
月
末
現
在 

１
２
月
末
現
在 

H26.第３段階 H27.第３段階 H28.第３段階 

76,532  76,759  77,608  78,275  79,105  79,859  

72,552  

72,808  74,034  75,270  76,054  77,205  77,984  78,933  79,943  79,984  80,607  81,486  81,449  

67,432  
69,829  71,347  72,614  74,066  74,971  75,734  76,731  77,653  

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

H26.第１段階 H27.第１段階 H28.第１段階 

742,177  748,248  754,275  761,689  767,428  770,594  
719,029  

734,112  743,411  751,304  756,424  745,569  764,657  770,440  776,480  780,779  782,773  787,362  778,775  

594,955  608,538  615,617  619,937  622,706  625,323  627,595  631,155  635,459  

450,000

550,000

650,000

750,000

850,000

950,000

H26.第２段階 H27.第２段階 H28.第２段階 

○ 補足給付の８月以降の認定件数は、前年に比べて減少している。 

○ 直近のデータ（平成28年４月末現在）により対前年同月比をみると、第１段階で－３％、第２段階で－19％、第３段階で－21％と
なっており、 所得段階が高くなるにつれて、制度見直しの影響が大きく出ている。 

出典：介護保険事業状況報告（平成２６年１月～平成２８年４月月報） 
※更新時期については、平成２６年度までは７月であったが、平成２７年度からは８月に改正された。 
 

第３段階 

第２段階 

第１段階 

-１９％ 

-２１％ 

-３％ 
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補足給付の認定件数の推移 

（件数） 

平成28年８月19日 
介護保険部会資料 



（参考）介護保険法（平成９年法律第１２３号）（抄） 
 （資料の提供等） 
第203条 市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保
険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につ
き、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者
の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 

２ （略） 

資産等の照会に係る参考条文 

健康保険法 国民健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律 

（資料の提供） 
第199条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報
酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公
署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要
な資料の提供を求めることができる。 

２ 厚生労働大臣は、第63条第３項第１号又は第88
条第１項の指定に関し必要があると認めるときは、当
該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社
会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴
収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供
を求めることができる。 

 

（資料の提供等） 
第113条の２ 市町村は、被保険者の資格、保険給付
及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険
者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若
しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の
変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付
状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しく
は資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の
機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報
告を求めることができる。 

２ （略） 

（資料の提供等） 
第138条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の
資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必
要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶
者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その
世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保
険者に対する第107条第２項に規定する老齢等年
金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若
しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資
料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関
若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を
求めることができる。 

２ （略） 
３ 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認め
るときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保
険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する
者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する
第107条第２項に規定する老齢等年金給付の支給
状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な
文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、
信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主そ
の他の関係人に報告を求めることができる。 

 

 

○ 介護保険の補足給付の支給に当たり、介護保険法第203条に基づき、銀行等への預貯金の照会を行うことが可能
であり、必要に応じて実施している。 

○ 一方、医療保険では、被用者保険者については、現行法上、銀行等への預貯金の照会を行うことはできない。 
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総務省「家計調査」（貯蓄・負債編）（平成28年速報） 

世帯主の年齢階級別貯蓄・負債現在高（２人以上の世帯） 

○ ２人以上世帯における貯蓄現在高は、40歳未満の世帯が574万円であるのに対し、60歳～69歳の世帯
は2312万円、70歳以上の世帯は2446万円となっている。 

 

○ また、負債額は40歳未満が最も多く、それ以降は年齢階級が高くなるに従って少なくなる。 
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○ 二人以上の世帯のうち勤労者世帯について年間収入階級別（※）に１世帯当たりの貯蓄現在高をみると、年間収入
が最も低い第Ⅰ階級が692万円、年間収入が最も高い第Ⅴ階級が2,372万円となっており、年間収入が高くなるに従っ
て貯蓄現在高が多くなっている。 

○ 貯蓄の種類別貯蓄現在高の構成比をみると、通貨性預貯金は第Ⅲ階級が29.4％と最も高く、第Ⅳ階級が24.5％と
最も低くなっている。定期性預貯金は第Ⅰ階級が40.9％と最も高く、第Ⅲ階級が31.0％と最も低くなっている。有価証
券は第Ⅴ階級が15.3％と最も高く、第Ⅰ階級が6.8％と最も低くなっている。 

※階級は年間収入に応じて５階級に分けている。 
  第Ⅰ階級（～449万円）、第Ⅱ階級（449～588万円）、第Ⅲ階級（588～733万円）、第Ⅳ階級（733～923万円）、第Ⅴ階級（923万円～） 

勤労者世帯における年間収入階級別貯蓄負債残高及び貯蓄の種類別構成比 

〔出典〕総務省「家計調査年報（貯蓄・負債編）」平成28年（2016年） 

年間収入五分位階級別貯蓄・負債現在高 
（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）－2016年－ 

年間収入五分位階級，貯蓄の種類別貯蓄現在高の構成比 
（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）－2016年－ 

［ ］内は世帯の平均年齢 21 


